
 

建築物用地下水の採取の規制に関する技術的基準等に係る検討会 

設 置 要 綱 

 

(目的) 

第１条 地下水の熱を活用した地中熱利用システムの普及については、地域毎の

地盤環境を考慮して、適正な地下水利用の方策について検討する必要が

ある。このため、「建築物用地下水の採取の規制に関する技術的基準等

に係る検討会」（以下「検討会」という。）を設置する。 

 

(検討事項) 

第２条 検討会は次に掲げる事項について、必要な助言・指導を行う。 

建築物用地下水の採取の規制に関する法律に基づく指定地域内におい

て地下水還元型地中熱利用システムを導入する上での条件等。 

 

(構成) 

第３条 検討会は、地下水・地盤環境に関する学識経験を有する者から、別紙に

定める委員５名で構成する。 

  ２ 検討会は、原則公開とする。 

 

(検討会の運営) 

第４条 検討会は、座長を置き、座長は検討会の議事進行を執り行う。 

２ 座長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 座長は、必要に応じて委員以外の有識者等の検討会への出席を求めるこ

とができる。 

 

(事務局) 

第５条 検討会の事務局は、環境省 水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策

室に置く。 



（別紙） 

 

建築物用地下水の採取の規制に関する技術的基準等に係る検討会 

委員 
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